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経済建設委員会行政視察報告 

 

視察第２日 香川県高松市 ２０２３年５月１０日（水） 

 

●視察先・視察項目 

  

香川県広域水道企業

団 

「香川県における水

道事業の広域化につ

いて」 

香川県の概要 

香川県は、日本で初めて国立公園に指定された瀬戸内海国立公園の中心に位置し、四国

の東北部にある。地形は半月型で、南部には讃岐山脈が連なり、北部には讃岐平野が展開

している。４７都道府県中、面積は最も小さく、平地と山地はおよそ相半ばしている。河

川はおおむね讃岐山脈に源を発し、北流して瀬戸内海に注いでいる。 

 

○人 口：９２６，８６６人 

○面 積：１，８７７ｋ㎡   （２０２３年４月１日） 
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＜東三河広域連合＞比較 

○人 口：７４８，２３０人 

○面 積：１，７１９ｋ㎡   

（２０２０年 国勢調査） 

 

 

１視察目的 

香川県広域水道企業団設立の経緯

と、事業の経過を中心に視察する。 

 

 

２視察内容（加賀健における水道事業の広域化について 香川県広域水道企業団より） 

＜香川県の水道事情＞ 

 

香川県は降雨量が少なく地形に勾配があり雨がすぐ海に流れてしまい、渇水による断水

が度々起きていたため、昭和４９年に吉野川からの分水で香川用水を通水した。断水は改

善したが、万全ではなかった。 

事業継続の課題として、人口減少に伴う料金収入の減少、施設の老朽化による更新需要

の増、南海トラフ地震などの大規模災害や渇水への備え、職員の大量退職に伴う次世代へ

の技術継承の困難化、香川用水の取水制限の頻発化及び自己水源の水質悪化があった。 

そこで、これらを解決するため香川県は「将来にわたる安全・安心な水の安定供給」を

目的とし広域化を進めることとした。 

広域化により見込まれる効果として、スケールメリットを生かした経済削減や業務の効

率化、人員の適正配置と機動性の高い柔軟な組織体制の構築、計画的な施設整備や官民連

携による技術の継承、水源の一元管理による円滑な水融通であり、これをもって運営基盤

の強化や住民サービスの向上を図るのである。 
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＜水道広域化の検討経緯＞ 

 

平成２０年 県及び市町水道担当者による水道広域化勉強会を開始 

平成２１年 トップ政談会において水道広域化が話題となる 

平成２２年 水道関係有識者で構成する香川県水道広域化専門委員会の設置→知事へ

「県内水道広域化・一元化」を提言 

平成２３年 知事及び８市９町長で構成する香川県水道広域化協議会の設置→中間とり

まとめ 

平成２５年 香川県広域水道事業体検討協議会の設置→水道広域化に関する基本的事項

のとりまとめ 

平成２７年 香川県広域水道事業体設立準備協議会（法定協議会）の設置 

平成２９年 県及び８市８町が「香川県水道広域化基本計画」等に合意 基本協定を締

結香川県広域水道企業団設立 

平成３０年 香川県広域水道企業団 事業開始 

※企業団設立には、知事及び高松市長の強いリーダーシップがあったと思われる。勉強

会から９年の時を経て企業団の事業が開始される。 

＜香川県広域水道企業団の概要＞ 

 

〇設立年月日／平成２９年１１月１日 

〇企業長／池田豊人（香川県知事） 

〇事業内容／水道事業及び工業用水事業 

〇事業開始年月日／平成３０年４月１日 

〇給水区域／香川県内８市８町（水道事業） ２市１町（工業用水道事業） 

〇給水人口／９３４，７７１人（令和４年４月現在） 

〇職員数（正規）／４６１人（令和５年４月１日現在） 

 

＜企業団による事務統合のスケジュール＞ 
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〇事業開始時 

 ・旧事業体単位で事務所を設置し、区 

  分経理を実施 

 ・財務システム、設計積算・工事検査 

業務、水質検査計画の統一 

〇令和２年度～ 

 ・事務所を県内５か所のブロック統括 

センターに集約 

 ・職員の企業団への身分移管及びプロ 

パー職員の採用を開始 

 ・水道料金システム稼働、検診・調定・収納の取り扱いの統一 

 ・浄水施設の管理レベル向上にむけた民間委託 

 ・「施設整備計画」を踏まえた「財政収支見通し」については、毎年ローリング作業を

実 

  施 

 

 

〇令和１０年度～ 

 ・（令和９年度末までに）旧事業体

ごとの財務基盤（内部留保資金・

企業債残高）を一定基準の範囲内

に調整 

 ・区分経理を終了し、水道料金を統一 

 

＜香川県水道広域化基本計画の概要＞ 
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〇組織・職員について 

 ・組織形態は企業団 

 ・設立時の企業長・服企業長は、構成団 

 体の首長から選任 

 ・企業団議会（議員定数２７人）を置き、 

 議員は構成団体議員から選出 

 ・管理運営上の重要事項を協議するた

め 

構成団体首長を委員とする運営協議 

会を設置 

 ・設置当初は構成団体から企業団へ職

員を派遣するが、順次、身分移管や

企業団での新規採用を実施 

〇業務・財務運営について 

 ・令和９年度までは、旧事業体の料金体系を用い、令和１０年度に需要者が最も多い高

松市の料金体系を軸に統一 

 ・事業体間の公平性を保つため、旧事業体ごとに費用収益のバランスを確認しながら水

道料金を設定し、令和９年度の内部留保資金を料金収入の５０％程度、企業債残高を

料金収入の３．５倍以内となるよう財務運営 

 ・区分経理期間中、平均改定率１０％を超える料金改定を回避するために一般会計から

繰出し 

〇施設整備について 

 ・事業基盤を強化し、広域的な水融通を円滑に行うために必要な広域的施設を整備 

 ・更新基準を設定し、施設の重要度や優先度、事業の平準化等を考慮した更新整備事業

計画を策定 

 ・施設能力や配水区域等で、合理的・経済的な施設は継続して運用、整理できる施設は

運用を休廃止し更新需要を抑制 
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 ・事業等を着実に実施するため、生活基盤施設耐震化等交付金を活用 

３所感 

 

＜東三河の特徴＞ 

本市がある東三河は、５市２町１村（豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・新城市・設楽町・東栄町・

豊根村）からなる地域で、面積約１，７１９ｋ㎡（愛知県の約１／３）に約７５万人が暮らし

ており、香川県とほぼ同程度である。人々の営みに欠かせない水は、天竜川水系から導い

た水と奥三河の山々で降った雨を貯め、豊川から水を取り込み、豊川用水で西は蒲郡市、

東は静岡県湖西市、南は渥美半島の先端まで送っている。 

全国の水道事業が抱える共通課題として、人口減少と給水収益の減少、施設の老朽化と更新需

要の拡大、水道事業従事職員の高齢化がある。そのため愛知県では２０２３年３月に「愛知県水道

広域化推進プラン」を策定し、県内を４つのブロックと名古屋市水道事業者、愛知県水道用水供給

事業者に分け、これら課題を解決すべく進めようとしている。東三河で平成２７年１月３０日に

設立された東三河広域連合は、東三河ブロックと構成市町村が同じであり、設立以来「広

域連携事業」、「権限移譲事務」、「共同処理事務」の三つを取組みの柱に据え、介護保

険事業を中心に広域事業を行ってきた実績がある。 

 

＜本市の現状＞（新城市上下水道事業の現状と料金改定内容について市民説明会資料より） 

〇水道施設数等 

給水面積／約２１１ｋ㎡ 取水施設／２８箇所 浄水施設／２１箇所 送水施設／４５箇所 配水

施設／７５箇所 管路延長／６６４．２０２ｍ  

〇水道事業の特徴を愛知県平均と比較 ※令和４年３月３１日現在（市町村の公営企業のあらま

し２０２２年１２月より）  

・給水人口１人あたり管路延長／愛知県５．５３ｍ 新城市１５．２１ｍ ・給水人口千人当たりの 

施設数／愛知県０．１３８箇所 新城市１．９９０箇所 ・給水人口１人当たりの企業債残高／愛 

知県２３．３１０円 新城市１３９．８８０円 ・１か月あたりの家庭用水道料金（口径１３ｍｍを２０ 
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㎥使用した場合の料金（税込み）／愛知県２，４５２円 新城市２，９５９円 

〇料金を愛知県と比較（市町村の公営企業のあらまし２０２２年１２月より） 

 ・水１㎥あたりの料金収入（給水単価）／愛知県１５１．３７円 新城市１９３．２１円 ・水１㎥あたり 

にかかった費用（給水原価）／愛知県１４８．８３円 新城市２２２．４６円 

 

以上の結果から、本市は愛知県で２番目に広い面積（約５００ｋ㎡）を有し、今後、少子化高齢

化、人口減少が加速する中山間地であり、家庭での利用が多く節水機器の普及が進むことを踏ま

えると、前出の水道事業の各課題が喫緊に解決すべきものであることは明白である。今年度と来年

度の２回、水道料金の基本料金を値上げするが、８年後には再度見直す必要がある。 

＜広域化の推進を＞ 

香川県は、平成２０年に県及び市町水道担当者による水道広域化勉強会が開始されてか

ら、９年後に香川県広域水道企業団を設立し、料金の統一は令和１０年度以降である。料

金統一まで２０年以上を費やす大事業である。 

本市に限らず東三河の自治体の多くが同じ課題を抱えている今、２０年後３０年後を見

据え、早い段階で協力して効率化を図ることで、将来にわたり安全で安心な水の安定的供

給ができるのではないか。水道事務の共同については、２年ほど前から各自治体の事務担

当が話し合いを行っているが、今後は東三河広域連合が受け皿となり連合長の強いリーダー

シップのもと、水道事業の広域化に向けた議論を迅速に推進するべきと考える。 

                           

２０２３年５月１６日 小野田直美 


